
会費
口数

年間1，000万人以上 3 ○

年間100万人以上1,000万人未満 2 ○

年間100万人未満 1 ○

政令指定都市 3 ○

人口１０万人以上（政令市を除く。） 2 ○

人口１０万人未満 1 ○

1　広域観光連盟 2 0 ×

年間1，000万人以上 4 ○

年間100万人以上1,000万人未満 3 ○

年間100万人未満 2 ○

年間会費収入300万円以上 3 ○

年間会費収入100万円以上300万円未満 2 ○

年間会費収入100万円未満 1 ○

3　地区観光協会 4 1 ○

総営業キロ100ｋｍ以上 15 ○

総営業キロ50ｋｍ以上100ｋｍ未満 10 ○

総営業キロ50ｋｍ未満 3 ○

総営業キロ50ｋｍ以上 5 ○

総営業キロ50ｋｍ未満 3 ○

観光バス５台以上所有 2 ○

観光バス５台未満所有 1 ○

３０台以上所有 2 ○

３０台未満所有 1 ○

1　空港 8 15 ○

2　航空関連 9 2 ○

5　船舶 10 5 ○

1　高速道路 11 15 ○

2　道路公社 12 3 ○

3　その他 13 2 ○

7　ロープウェイ 14 2 ○

年間500万人以上 別途 ○

年間100万人以上500万人未満 4 ○

年間10万人以上100万人未満 3 ○

年間10万人未満 2 ○

年間500万人以上 別途 ○

年間100万人以上500万人未満 8 ○

年間50万人以上100万人未満 6 ○

年間30万人以上50万人未満 4 ○

年間30万人未満 2 ○

2　公園（入園無料施設） 18 1 ○

年間10,000人以上 2 ○

年間10,000人未満 1 ○

１８ホール超 3 ○

１８ホール 2 ○

ショートコース・パークゴルフ 1 ○

5　農園 21 1 ○

6　道の駅・ドライブイン 22 2 ○

7　飲食店 23 1 ○

8　土産品店(販売のみ） 24 1 ○

延床面積10，000㎡以上 3 ○

延床面積10，000㎡未満 2 ○

年間10万人以上 2 ○

年間10万人未満 1 ○

11　文化施設（美術館等） 27 1 ○

１２０室以上 4 ○

８０室以上１２０室未満 3 ○

３０室以上８０室未満 2 ○

３０室未満 1 ○

3　民宿 30 1 ○

4　ペンション 31 1 ○

5　貸別荘・コテージ 32 1 ○

6　ビジネスホテル等 33 1 ○

２事業所以上 2 ○

１事業所のみ 1 ○

1　団体 35

2　法人等 36
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1　娯楽施設（遊園地・水族館等）

3　遊覧（船舶・ヘリコプター等）

入
園
者

その他の
団体・法人等

8

19

20

1　ホテル

25

2610　リラクゼーション（日帰り温泉施設等）

9　複合施設（飲食・物品・映画等）

別表第１

公益社団法人千葉県観光物産協会　会費基準
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16

15

入会金

人
口

１　入会金

１万円

２　年会費

※　この表は最低基準口数を定めたものである。
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県産品
製造・販売事業者
（5観光施設を除
く。）

34

1

17

※　１口は１万円とする。

大区分 中区分 小区分 算定基準

3

市町村

2 観光協会

以下の表より算出した金額以上（複数の施設があるときは各施設の合算）
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